
有償ボランティア はじめます！ 

「利用会員」受付開始 ／ 「協力会員」募集中 
          

『助ける側と助けられる側とのお互いさまの関係（対等性）を保つことを目的とし、

会員同士による助け合いの活動です。』 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

町在住概ね 65 歳以上の

方、障がい者、ひとり親家庭

（父子・母子）、妊産婦・乳幼

児のいる家庭で一時的に支

援が必要な方        

※登録が必要 

 

 

 

利用者 

サービスの

利用を希望

される方 

家事支援・作業支援
外出支援・その他の
お手伝い 

 

 

 

活動時間分の利用券を 
謝礼として協力員に渡す 

 

 

 

事業のしくみ 

 

 

協力員 

サービスに協力

される方 

町在住２０歳以上の方で、家事・

作業支援や外出支援等のお手

伝いをしていただく方 

※登録が必要 

 

 

利用希望の申請
をし、利用券を購
入する 

 

利用券・活動報告
書を提出後、翌月
謝礼金が指定口座
に振込み 

 

利用者登録 

※簡単な聞き取り 

確認をします 協力員登録 

 コーディネーター 

利用される方の良き相談相手とし 

て、利用希望に合う協力者を探し調

整を行います。

 （社会福祉協議会） 

 

 

共和町社会福祉協議会 ☎７３－２７３１ 

共和町南幌似57番地12 共和町保健福祉センター内 

【利用したい方】１１月より受付開始。(下記図の利用者) 

【協力したい方】随時募集中。(下記図の協力員) 

 ※いずれも会員登録が必要となります。サービス支援は裏面の内容を 

  想定していますので、社会福祉協議会へお問い合わせください。 



 
 

 

お困りごとやご希望をお聞きしながら、具体的な援助内容や時間帯などを
検討し協力者を調整します。 

 

 

 

 

 

★活動内容はできる限り柔軟な対応を心がけますが、あくまでもボランティアが行える範囲  

とさせていただきます。 

有償ボランティアの活動内容 

家事支援 
 

●買い物代行（生活必需品に限る）●薬の受取代行 ●掃除 ※その他、要相談 

利用上の 
注意点 

※家事支援は、介護保険制度等で利用できる訪問介護サービス（ホームヘルプサービス） 

とは異なり、法律に基づくサービスではありません。 

※介護等の資格を有してる者がサービスを提供するものではありません。 

※身体に係る介助行為は行っていません。 

作業支援 
 

●簡単な電球交換・家具の移動 ●廃品の仕分け、まとめ作業 ※その他、要相談 
※生活に支障をきたす範囲内で行える作業とします。 

利用上の 
注意点 

※広範囲にわたる作業については、業者等の利用をご検討ください。 

外出支援 
外出に関するお手伝い 

●散歩・金融機関等の同行   ●通院の付添い  ※その他、要相談 

※送迎を目的としたサービスではなく、あくまでも外出のお手伝いを目的としています。 
利用上の 

※介護等の資格を有してる者がサービスを提供するものではありません。 
注意点 

※身体に係る介助行為は行っていません。 

その他の支援 

●話し相手 ●代筆・代読 ※その他、要相談 



別表１　（第４条・第６条・第７条関係）

★社協事務手数料として、利用料金の内、基本３０分５０円徴収。
　 草刈り・病院の付添い時は、各利用料金の内、１００円徴収。

単　位

①下記以外のサービス ３５０円 ３００円

②草刈り（月１回） １人２,１００円 １人１,０００円
注）面積で２人分が

かかる場合もある。

①病院の付添い ４時間未満 ４時間未満
※軽度の身体介護を ２,１００円 ２,０００円
　 伴う場合。 ４時間以上 ４時間以上

４,２００円 ４,０００円

②その他の外出支援 ３５０円 ３００円

注１） 利用会員に代わって協力会員が、ホームセンター等へ買いに行く場合は、その時間も利用時間に含まれ
ます。
※材料費は、利用会員の負担

注２） 外出支援の際、目的地へバスやタクシー等を使用した場合の交通費は、上記料金とは別に利用会員が
協力会員分も含めて実費を支払う。

注３） 支援サービス内容により、複数人での活動が必要となった場合は、その人数分の利用料金がかかります。

注４） 支援サービスの際、公共交通機関の利用を基本とし、協力会員の自家用車への同乗は不可。

注５） 利用会員が購入した利用券は、紛失その他如何なる理由があっても返金は不可。

注６） 利用会員が依頼当日に無断で不在となり、協力会員が支援活動できない場合は、当初予定していた
支援時間の料金の全額を、協力員に支払うこととなります。
ただし、緊急時等のやむ得ない事情の場合は除く。

月曜日から金曜日（祝日を含む）　　※休業日は年末年始（１２月３１日から１月５日）　
９時から１７時までの申込み１件に付き１日１回を限度

【提供時間等】

利用会員料金

注)共和町、岩内町に限る。

３０分

協力会員活動費

利用会員の料金表　及び　協力会員の活動費

（認知症や歩行・車椅子
の移動が困難）

注)共和町、岩内町、倶知安町
の病院に限る。

（散歩、金融機関、官公
庁、お寺、美容室等）

生活支援サービス

外出支援サービス

支援活動の種類・内容

※原則１時間以内
月１回

３０分

１回


